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全国
第８位2023年

農業産出額
3,207

億円

野 菜
34% 

その他２%

果実
5% 

花き
18%

畜産
33% 愛知県

3,207
億円

33％34％ 18％

米
8% 

1,083
265

177
563

1,047
72

3,207

2019年

北海道
鹿児島
茨城
千葉
宮崎
熊本
青森
愛知
栃木
岩手

北海道
鹿児島
茨城
千葉
熊本
宮崎
青森
愛知
栃木
岩手

北海道
鹿児島
茨城
宮崎
熊本
千葉
青森
愛知
栃木
岩手

北海道
鹿児島
茨城
千葉
熊本
宮崎
青森
愛知
栃木
長野

北海道
鹿児島
茨城
千葉
熊本
宮崎
青森
愛知
岩手
栃木

2020年 2021年 2022年 2023年

13,478
5,438
4,571
4,029
3,757
3,720
3,466
3,207
2,975
2,959

区 分

第 1 位
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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就農計画は農地の確保や就農支援制度（青年等就農資金、新規就農者育成総合対策等）を
活用するためにも必要です。

将来の農業経営目標（経営規模、所得）を明確にしましょう。

就農後３年間は平均より低めの生産量で計画しましょう。

過剰な投資は絶対にしない。中古を活用したり借りることも検討しましょう。
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青年等就農計画認定制度
新規就農者育成総合対策
青年等就農資金

1

2
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・青年等就農資金（無利子融資）
・新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業、経営開始資金等）

2 青年等就農計画の認定

3 計画認定後のメリット措置

認定の要件/ 市町村は、申請された青年等就農計画が次の要件を満たす場合に、その認定を実施。

・その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
・その計画が達成される見込みが確実であること 等

年間農業所得目標 概ね２５０万円 年間労働時間目標 概ね２,０００時間
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経営開始資金

独立自営就農者への支援
雇用就農の促進

（農業法人等への支援）

教育支援

農業教育
高度化事業 等
農業大学校や農業高校等
における農業教育の
高度化・充実に必要な
●カリキュラム強化
●研修用機械・設備の導入
●施設の整備
●現場実習や出前授業
●就農コーディネーターの

設置
等を支援

スマート農業研修教育環境整備事業
農業構造転換集中対策として、スマート農業技術を
実践的に学べる研修農場の整備、農業大学校等の農
業教育機関におけるスマート農業機械の導入や
ICT環境の整備、現役農業者向けのスマート農業の
リ・スキリング等を支援

農地の受け手確保に向けた
新規就農者
誘致環境整備事業
地域計画の策定により
明らかになった
受け手のいない農地に
新規就農者を誘致するための
●体制整備
●研修農場の整備
●就農前後の方に対する

トータルサポート活動
●農地の整備等
を一体的に支援

雇用就農資金
●正規雇用に向けたトライアル雇用

就農の実施のためのマッチング経
費等を支援

●就農希望者を新たに正規雇用する
農業法人等に対して、年間最大
６０万円を交付（最長4年間）

雇用体制強化事業
●就労条件改善による従業員の働

きやすさを高める取組を支援
●他産地・他産業との連携等による

労働力確保の取組を支援

研修期間中、年間最大165万円
を交付（最長2年間）
新たに経営を開始する者に対して
年間最大165万円を交付（最長3年間）

青年等就農資金
無利子資金により、機械・施設等の取得、営農資金を支援

●国費上限：最大600万円 (経営開始資金受給者は250万円)

●国費上限：個人1,500万円、法人3,000万円

●補助率：３/10

新規就農者（49歳以下）の機械・施設の導入等を
都道府県と連携して支援

新規就農者チャレンジ事業
農業構造転換集中対策として、新規就農者
(64歳以下)に機械・施設の導入等を支援

●補助率：都道府県支援分の２倍を国が支援（国1/2、都道府県1/4）

機械導入等の支援
経営発展支援事業

就農準備資金

受入体制支援

資金面の支援
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対 象 者

支 援 額

研修期間中の研修生に対して

13.75万円/月（165万円/年）×最長２年間
※前年の世帯所得その他要件を満たし、県に承認される必要があります

就農時の年齢が49歳以下であること

42



対 象 者

支 援 額 13.75万円/月（165万円/年）×最長3年間
※前年の世帯所得その他要件を満たし、市町村に承認される必要があります

認定新規就農者（就農時49歳以下）

新規参入者、親元就農者（親の経営に従事してから５年以内に
継承した者）のうち、リスクのある取組を行う者が対象
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1 機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等が対象

対 象 者

支 援 額

補 助 率 国 1/2 県 1/4

上限 750万円（国費＋県費）
（経営開始資金の交付対象者は上限375万円）

新規参入者、親元就農者（親の経営に従事してから５年以内
に継承した者）が対象

認定新規就農者（就農時49歳以下）
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上限 900万円（国費＋県費）

認定新規就農者（就農時49歳以下）等
（事業実施年度の３年前の年度の４月以降に農業経営を開始した者）

※過去に経営開始資金・経営発展支援事業の交付を受けていないこと

機械・施設等の修繕・移設・撤去等 機械・施設等の導入が対象

対 象 者

支 援 額

補 助 率

1

1 2

2

国 1/3 県 1/6 国 1/2 県 1/4
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